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東京都港区芝浦一丁目2番3号
シーバンスS館1階 大ホール

株主様へのお願い
議決権の行使は、株主総会にご出席いただく他
にインターネット又は書面によっても可能で
す。株主の皆様には、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、できる限り、インター
ネット又は書面による事前の議決権行使をお
願い申し上げます。
なお、今後の状況により株主総会運営に大き
な変更が生ずる場合は、以下の当社ウェブサ
イトにおいてお知らせいたします。

https://www.semba1008.co.jp

日 時

場 所

議 案



証券コード 6540
2023年３月７日

（電子提供措置の開始日 2023年３月２日）

株 主 各 位
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東京都港区芝浦一丁目２番３号

株式会社 船 場
代表取締役社長 八 嶋 大 輔

第62回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場につきまして

は、株主総会日時点の感染状況やご自身の体調をご確認のうえ、感染防止にご配慮賜りますよう
お願い申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイ

トに「第62回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」として電子提供措置事項を掲載して
おりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し
上げます。

●当社ウェブサイト
https://www.semba1008.co.jp/ja/index.html
上記のウェブサイトにアクセスしていただき、メニューより「IR情報」「IRライブラリー」「株主総会」
「第62回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」を順に選択いただき、ご確認ください。

電子提供措置事項は当社ウェブサイトのほか、以下の東京証券取引所（東証）ウェブサイト及び
バックアップサイトにも同じ内容で掲載しております。

●東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「船場」又は「コード」に
「6540」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択いただき、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主資料」欄よりご確認ください。

●株主総会資料 掲載バックアップサイト
https://d.sokai.jp/6540/teiji/
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当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面で議決権を行使することができますので、
後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従って2023年３月23日（木
曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2023年３月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都港区芝浦一丁目２番３号 シーバンスＳ館１階 大ホール
３．会 議 の
目的事項

報告事項 １．第62期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）事業報告、連結
計算書類及び計算書類の内容報告の件

２．会計監査人及び監査等委員会の第62期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項 第１号議案

第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
監査等委員である取締役２名選任の件

以 上

●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のた
め、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

●この「招集ご通知」又は電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載の各ウェブサイトにその旨、修
正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

●会社法の改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置事項については、この「招集ご通知」冒頭に記載し
ております各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求を
いただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有
無にかかわらず、一律に株主総会参考書類の記載を含む書面をお送りしております。事業報告、計算書類及び
連結計算書類につきましては、この「招集ご通知」には記載しておりませんので、前頁に記載の各ウェブサイ
トをご覧ください。なお、電子提供措置事項のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記
表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様にお送りする書面
からも記載を省略することとしております。したがって、書面交付請求をいただいた株主様にお送りする書面
は、監査等委員会が監査報告書作成に際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに会計監査
人が会計監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

●株主総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
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事前質問受付ＵＲＬ
当社ウェブサイト https://forms.office.com/r/DnV0sPaRCe

受付期間
2023年３月７日（火曜日）午前０時から2023年３月15日（水曜日）午後５時まで

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するお知らせ
●ご来場を検討されている株主様は、株主総会当日の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着
用などの感染予防にご配慮いただきご来場賜りますようお願い申し上げます。また、株主総会会場受付で
の検温やアルコール消毒使用の協力のお願いなど、株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講ずる場合
がありますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

●発熱（37.5度以上を目安とします）や咳等の症状がある方や、体調不良とお見受けした方には会場への入
場をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

●株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえ、マスク着用で応対いたします。

事前質問について
●株主の皆様からの、第62回定時株主総会への事前のご質問を受け付けいたします。株主の皆様の関心の高
いと思われる事項につきましては、本株主総会の質疑応答の時間に取り上げさせていただく予定ですが、
個別のご回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

●ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
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ＩＲ情報ＵＲＬ
当社ウェブサイト https://www.semba1008.co.jp/ja/ir.html

第62回定時株主総会ライブ配信について

第62回定時株主総会の模様を「Microsoft Teams」を利用してライブ配信いたします。このライブ配信は
一般公開で行い、どなたでも視聴することができます。詳細につきましては、準備が整い次第、インターネ
ット上の当社ウェブサイトのIR情報ページ（https://www.semba1008.co.jp/ja/ir.html)からご案内しま
すので、ご視聴される方は、適宜ご確認くださいますようお願い申し上げます。

●ライブ配信をご覧になることは、会社法上株主総会への出席とは認められず、この視聴を通じて株主様に
認められている質問、議決権行使や動議は行うことができません。株主総会に出席せず、ライブ配信のみ
をご視聴予定の株主様は、行使期限にご留意いただいたうえで、インターネット又は書面により、事前の
議決権行使をお願い申し上げます。

●ご使用のパソコンなどの端末環境（機種・性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、速度接続
等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。

●ご視聴いただくための通信機器類やインターネット接続料、通信料金等の一切の費用は、各株主様のご負
担となります。

●ライブ配信の音声データを公開・転載・複製し、第三者に提供することを禁止いたします。
●ライブ配信につきましては、万全を期しておりますが、通信環境の悪化やシステム障害等の諸事情により
参加できない場合があるほか、状況によっては中止することがありますので、あらかじめご承知おきくだ
さい。ライブ配信を行わない場合又は変更がある場合は、インターネット上の当社ウェブサイトのIR情報
ページ（https://www.semba1008.co.jp/ja/ir.html)にてお知らせします。

第62回定時株主総会終了後のオンデマンド配信について

●株主総会終了後には株主総会の議事進行をオンデマンド配信で当社ウェブサイトのIR情報ページ
（https://www.semba1008.co.jp/ja/ir.html)にて動画を公開いたします。ライブ配信を見逃した方はオ
ンデマンド配信をご視聴ください。
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インターネットによる議決権行使の場合

行使期限 2023年３月23日（木曜日）午後６時まで

以下の議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに行使ください。

議決権行使サイト：https://evote.tr.mufg.jp/
インターネットによる行使方法の詳細は次頁をご覧ください ▶▶▶

郵送にて議決権を行使される場合

行使期限 2023年３月23日（木曜日）午後６時必着

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送
ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていただきます。

株主総会にご出席される場合

株主総会日時 2023年３月24日（金曜日）午前10時開催
（受付開始は午前９時を予定しております。）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
株主総会当日は、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

機関投資家の皆様へ
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）は、電磁的方法による議決権行使の方法として、
あらかじめお申込みされた場合、株式会社ICJが運営する機関投資家向けの「議決権電子行使プラットフォ
ーム」をご利用いただくことができます。



2023年３月23日（木曜日）
午後６時まで

スマートフォンでQRコードを読み取る方法

議決権行使期限インターネットによる議決権行使は、スマートフォン
やパソコンから議決権行使ウェブサイトにアクセスい
ただき、画面の案内に従って行使していただきますよ
うお願いいたします。

セキュリティの観点から２回目以降のログインの際は、QRコードを読み取っても「ログインID」
及び「仮パスワード」の入力が必要になります。
スマートフォンの機種により、QRコードでのログインができない場合があります。
QRコードでのログインができない場合には、次頁のパソコンによる方法にて議決権行使を行って
ください。

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、
「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

!

1. お手持ちのスマートフォン
にて、同封の議決権行使書
副票（右側）に記載の「ロ
グイン用QRコード」を読
み取る。

2.議案賛否方法の選択画面が
表示されるので、議決権行
使方法を選ぶ。

3.画面の案内に従って各議案
の賛否を選択する。

２回目以降のログインの際は…
次頁に記載のご案内に従ってログインしてください。

画面の案内に従って
行使完了です

以下の方法での議決権行使
は1回に限ります。

議決権行使書副票（右側）

インターネットによる議決権行使のご案内

見本

見本
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0120-173-027

議決権行使ウェブサイト

ご注意事項

1.議決権行使ウェブサイトに
アクセスする

2.お手元の議決権行使書用紙の
副票（右側）に記載された「ログイン
ID」及び「仮パスワード」を入力

3.「新しいパスワード」と
「新しいパスワード（確認用）」
の両方に入力

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

パソコンからログインID・仮パスワードを入力する方法

https://evote.tr.mufg.jp/

【議決権行使サイトの操作方法に関する
お問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（通話料無料、受付時間：午前９時～午後９時）

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」をクリック

「送信」をクリック

※1 インターネットによる議決権行使は、株主総会前
日（2023年3月23日（木曜日））の午後6時まで
受付いたします。

※2 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使
をされた場合は、インターネットによる議決権行
使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

※3 インターネットにより、複数回数にわたり議決権
行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使
の内容を有効として取り扱わせていただきます。

※4 議決権行使サイトへのアクセスに際しての費用（イ
ンターネット接続料金・電話料金等）は、株主様
のご負担となります。
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株主総会参考書類
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議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
本定時株主総会の終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）

４名全員が任期満了となりますので、改めて取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審

議を経て、取締役会の決議により決定しております。また、本議案に関し、監査等委員会は、当社の企業価値向
上の観点から、各候補者を取締役に選任することが適切であるとの意見を有しています。
取締役候補者は次のとおりであります。

【参考】候補者一覧
候補者
番 号 氏 名 現在の地位 出席回数／取締役会

1 再 任 八 嶋 大 輔 （やしま だいすけ） 代表取締役社長 14回／14回

2 再 任 栗 山 浩 一 （くりやま ひろかず） 取 締 役 会 長 14回／14回

3 再 任 栗 山 茂 （くりやま しげる） 取 締 役 14回／14回

4 再 任 秋 山 弘 明 （あきやま ひろあき） 取 締 役
執 行 役 員 11回／11回
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候補者
番 号

1
や しま だい すけ

八 嶋 大 輔
再 任

生年月日
1961年９月３日 満61歳
取締役在任年数
５年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
50,526株

略歴、当社における地位及び担当
1984年 4月 三井物産株式会社 入社
2004年 8月 同社 ブランドインポート部 室長
2005年10月 台湾三井物産 ライフスタイル部長
2011年 8月 三井物産株式会社 ファッションビジネス事業部長
2015年 6月 同社 コンシューマーサービス本部 本部長補佐
2016年 8月 Tainan Enterprises CO.,LTD.出向

Vice President and Chief Strategic Officer
2018年 3月 当社 取締役副社長
2019年 1月 当社 代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
八嶋大輔氏は、総合商社にてファッション・アパレル事業の分野を中心に、事
業部門の責任者として長きにわたり活躍し、2018年に当社へ入社後、2019年
に代表取締役社長に就任して以来、当社及び当社グループを牽引し、経営全般
においてその役割・責務を果たしております。引き続き同氏の国内外での豊富
な経験と高い見識を当社の経営に反映させるべく、取締役候補者といたしまし
た。

候補者
番 号

2
くり やま ひろ かず

栗 山 浩 一
再 任

生年月日
1962年５月14日 満60歳
取締役在任年数
33年11か月（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
828,395株

略歴、当社における地位及び担当
1985年 4 月 当社 監査役
1989年 4 月 当社 取締役
1994年 2 月 当社 常務取締役
1997年 5 月 当社 代表取締役副社長
2001年 5 月 当社 代表取締役社長
2019年 1 月 当社 取締役会長（現任）

重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
栗山浩一氏は、当社入社以来、経営に従事し、監査役を経て取締役に就任後は
商環境創造事業や経営全般に関する経験と知識を広め、2001年に代表取締役社
長に就任し、当社及び当社グループの経営全般を統括してまいりました。2019
年の取締役会長就任後も引き続き当該グループ経営の長年にわたる幅広い経験
と見識を当社の経営に反映させるべく、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

3
くり やま しげる

栗 山 茂
再 任

生年月日
1968年１月７日 満55歳
取締役在任年数
25年10か月（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
303,395株

略歴、当社における地位及び担当
1991年 5 月 当社 監査役
1997年 5 月 当社 取締役
2005年 4 月 ノンスケール株式会社 代表取締役社長
2020年 1 月 当社 取締役 デザイン担当（現任）

ノンスケール株式会社 取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
東京造形大学 特任教員

取締役候補者とした理由
栗山 茂氏は、当社入社以来、経営及び設計・デザイン業務に従事し、海外で
の業務経験を経て1997年に取締役に就任しております。取締役就任後は経営全
般に関する経験と知見を広め、当社及び当社グループ国内外における設計、デ
ザイン業務を推進しております。当該国際的な設計・デザイン分野における豊
富な経験と見識を当社の経営に反映させるべく、取締役候補者といたしました。

候補者
番 号

4
あき やま ひろ あき

秋 山 弘 明
再 任

生年月日
1967年3月22日 満56歳
取締役在任年数
１年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
11回／11回
所有する当社の株式数
20,200株

略歴、当社における地位及び担当
1989年 4 月 当社 入社
2016年 1 月 当社 経営企画室 部長
2019年10月 当社 執行役員 経営企画部長
2020年 7 月 当社 執行役員 経営企画・財務経理担当
2022年 1 月 当社 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当
2022年 3 月 当社 取締役 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当（現任）
重要な兼職の状況
特になし

取締役候補者とした理由
秋山弘明氏は、当社入社以来、コーポレート部門を中心にキャリアを重ね、
2009年より本社管理本部にて、財務・経理、経営企画業務に従事し、2016年
東京証券取引所市場第二部への新規株式公開並びに翌年の第一部への市場変更
に関し、経営企画部長として上場業務を中心的に推進してまいりました。また、
国内外グループ会社の監査役を歴任するとともに、経営企画担当執行役員とし
て、当社及び海外を含めた全ての当社グループ会社の経営管理に従事しており
ます。経営管理における豊富な経験と知見を当社の経営に反映させるべく、取
締役候補者といたしました。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．栗山浩一氏は、当社の親会社等であります。
３．秋山弘明氏は、2022年３月24日開催の第61回定時株主総会において選任されたため、それ以降に開催された取締役会の

出席状況のみ対象としております。
４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約

の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員に関する事項」に記載のとおりです。各取締役候補者は、当該契約の被保険
者に含まれており、各取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。また、当社は、本議案に係る取締役の任期中に当該保険契約を同内容にて更新することを予定しております。
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第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役甲斐 太氏及び長田有喜氏が任期満了となり、長田

有喜氏が退任されます。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。なお、
本議案につきましては、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審議を経
て、取締役会決議により決定しており、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

【参考】候補者一覧
候補者
番 号 氏 名 現在の地位 出席回数／取締役会

出席回数／監査等委員会

1 再 任 社 外 甲 斐 太 （かい ふとし） 社 外 取 締 役
常勤監査等委員

14回／14回
16回／16回

2 新 任 社 外 清 水 一 身 （しみず かずみ） － －
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候補者
番 号

1
か い ふとし

甲 斐 太
再 任 社 外

生年月日
1959年３月28日 満63歳
社外取締役在任年数
２年（本株主総会終結時）
監査等委員である取締役在任年数
２年（本株主総会終結時）
取締役会への出席状況
14回／14回
監査等委員会への出席状況
16回／16回
所有する当社の株式数
０株

略歴、当社における地位及び担当
1982年 4 月 日本電気株式会社（NEC） 入社
2001年 6 月 NEC Computers International B.V.（オランダ現地法人）

Director
2003年 7 月 NEC 関連企業部 マネージャー
2007年 4 月 NECパーソナルプロダクツ株式会社 経営企画部長
2011年 4 月 NEC Latin America S.A.（ブラジル現地法人）

Chief Financial Officer 兼 Chief Compliance Officer
2014年 1 月 NEC 経営監査本部 エグゼクティブエキスパート
2015年 6 月 NECエンジニアリング株式会社 常勤監査役
2017年 6 月 NECプラットフォームズ株式会社 常勤監査役
2021年 3 月 当社 社外取締役 常勤監査等委員(現任)
重要な兼職の状況
なし
社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが
期待される役割の概要
甲斐 太氏は、上場グローバル企業において、複数の海外子会社の財務を中心
とした管理部門における幅広い知見及び複数の国内子会社の常勤監査役として
の経験を有しており、当社の経営、特に財務体質や内部統制の維持向上に的確
な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
同氏には、引き続き監査等委員である社外取締役として、財務・内部統制に関
する幅広い経験と見識で、当社におけるグローバル視点でのグループガバナン
ス及び監査機能の充実・強化に貢献いただくとともに、中長期的な株主価値、
企業価値を向上させる観点から、独立した立場で当社の経営を監視・監督いた
だくことを期待しております。
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候補者
番 号

2
し みず かず み

清 水 一 身
新 任 社 外

生年月日
1963年８月８日 満59歳
社外取締役在任年数
－
監査等委員である取締役在任年数
－
取締役会への出席状況
－
監査等委員会への出席状況
－
所有する当社の株式数
０株

略歴、当社における地位及び担当
1988年10月 青山監査法人 入所
1992年 8 月 公認会計士登録
1994年 3 月 清水会計事務所 開設
1997年12月 トライコーン株式会社 取締役
2005年12月 株式会社セプテーニ（現株式会社セプテーニ・ホールディングス）

取締役経営管理部長
2009年 1 月 同社 常務取締役
2017年 1 月 同社 取締役グループ上席執行役員
2019年 1 月 株式会社BAKE 取締役CFO(現任 2023年3月退任予定)
重要な兼職の状況
なし
社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが
期待される役割の概要
清水一身氏は、大手監査法人及びシステムコンサルティング会社を経て、公認
会計士として個人事務所を開設し、企業の税務会計顧問、上場コンサルティン
グ、資金調達コンサルタントに従事しながら、IT企業、製造販売企業など複数
の企業のCFOとしての経験を豊富に有しております。同氏には当社のコーポレ
ートガバナンスの充実・強化への貢献や財務会計分野における幅広い経験と見
識に基づく助言、提言をいただけるものと判断し社外取締役候補者といたしま
した。
同氏には、公認会計士及びCFOとして培った豊富な経験と会計に関する高い知
見を活かし、当社における経営改革や財務・資本政策の充実・強化に貢献いた
だくとともに、中長期的な株主価値、企業価値を向上させる観点から、独立し
た立場で当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．甲斐 太氏及び清水一身氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社では、独立社外取締役は会社法上の要件に加え、東京証券取引所に定める独立役員の独立性判断基準を満たす者を候

補者として選定することとしています。当社では、甲斐 太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。なお、清水一身氏が選任された場合には、同氏も独立役員に指定し、同取引所に届け出る
予定です。

４．当社と甲斐 太氏は、会社法第427条第１項に規定する、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており
ます。本議案が原案どおり承認可決された場合は、当社は甲斐 太氏と同内容の責任限定契約を継続し、清水一身氏とは
同内容の責任限定契約を締結する予定です。責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。
（責任限定契約の内容の概要）
在任中、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大
な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、会社に対し損害賠償責任を負うもの
とし、当該限度額を超える部分については、会社は社外取締役を免責するものとする。

５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約
の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員に関する事項」に記載のとおりです。甲斐 太氏は、当該契約の被保険者に
含まれており、同氏の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。清水一身
氏が選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、本議案に係る取締役の
任期中に当該保険契約を同内容にて更新することを予定しております。
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ご参考

取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の選任と指名の方針・手続
取締役候補者の選定に際しては、当社の事業領域に関する豊富な経験や広範かつ専門的な知識を有し、適切かつ迅速な意思決定と
職務遂行能力等を勘案して決定する方針であります。
社外取締役候補者の選定に際しては、取締役の職務執行を監査又は監督するための豊富な経験、財務・会計・経営・マーケティン
グに関する知見等、当社の事業領域に関する知識等を勘案して決定する方針であります。

スキルマトリックス
本総会の第１号議案及び第２号議案が原案どおりに承認可決された場合、現任の取締役を含めた各取締役のスキル等は以下のとお
りとなります。

スキル
指名報酬
委員会企業経営／

経営戦略
ESG（環
境・社会・
ガバナンス）

事業／
業界経験 国際経験 財務会計 DX・IT 人財開発

リスクマネ
ジメント／

法務
マーケティ
ング／PR

取
締
役
（
監
査
等
委
員
を
除
く
）

八嶋 大輔 再 任 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

栗山 浩一 再 任 ● ● ● ● ●

栗山 茂 再 任 ● ● ●

秋山 弘明 再 任 ● ● ● ●

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

甲斐 太 再 任 社 外 ● ● ● ● ●

松尾 美香 現 任 社 外 ● ● ● ● ●

清水 一身 新 任 社 外 ● ● ● ● ● ●

（注）1. 上記は、各氏の経験、能力、知見などを踏まえて、当該取締役に特に議論への貢献を期待する領域を示したものであり、各人の所有する全てのス
キル経験、能力、その他の知見や業績を表すものではありません。

2. スキルのマッピングは指名報酬委員会での検討及び監査等委員会での審議を経て、取締役会で決定しております。

以 上
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1 企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及び成果
❶ 事業の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、期首早々から首都圏及び地方都市部に発出された新型コロナウイルス

感染症まん延防止等重点措置が３月末をもって解除されるなど社会活動制限も緩和され、社会経済活動の正常化
への歩みが確実に進み景気の持ち直しが期待されるも、一方では世界的なエネルギー価格・原材料価格の上昇、
各国の金融政策の方針転換等による金融資本市場の変動に伴う物価上昇や先行きのインフレ懸念等、中長期的な
消費マインドへ影響を与える動きもみられ、先を見通すことが難しい１年となりました。
当社グループを取り巻く事業環境におきましては、従前から計画されていた大型複合施設の新・改装等の開発

計画が予定どおりに進捗するなど一時期の停滞状況からは持ち直し始めておりますが、世界的なインフレ圧力の
高まりを受けての景気減速懸念や、資材価格等の上昇による採算面での厳しさが増すなど、予断を許さない状況
で推移してまいりました。
このような状況の下、当社グループは、当年度からスタートした中期経営計画 “Make a New Wave!” のも

と、コロナ禍を経た商業関連市場の変化に対応するため、環境をおもいやるデザインや資材、工法などを積極的
に提案することによる新たな付加価値の創造、環境への負荷を低減するエシカルデザインの提唱によりオフィ
ス、教育、ウェルビーイングなどの新たな市場の開拓に取り組んでまいりました。海外事業においては、海外統
括本部の設置により、“SEMBA One Asia” をテーマにアジア圏での海外基盤を整え、各海外グループ会社のリ
ソース（人・設備・パートナー・資金・情報等）の共有を図り、事業拡大に努めてまいりました。
その結果、当連結会計年度の営業概況につきましては、国内では地方都市部において大型複合施設の新・改装

や中期経営計画の戦略の一つである新たな市場の開拓による大型のグランピング施設や企業PR施設、オフィス及
び公共施設等の案件の獲得により、売上高は19,360百万円（前期比18.7％増）となりました。また、海外では、
中国での感染症拡大抑制策等の影響もあり一部開発案件の遅延があったものの、長期にわたる大型開発案件の進
捗もあり、売上高は3,449百万円（前期比16.4％増）となりました。グループ全体としましては、売上高は
22,810百万円（前期比18.4％増）となりました。
また、利益面におきましては、上記のとおり売上高の増加による利幅拡大、継続して取り組む工事原価の低減

及びデジタル・トランスフォーメーション推進による働き方の変革や業務の効率化・改善により利益率が向上し
た結果、営業利益は776百万円（前期比67.5％増）、経常利益は736百万円（前期比56.2％増）、親会社株主に
帰属する当期純利益は451百万円（前期比52.2％増）となりました。
なお、当社グループは商環境創造事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。
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❷ 設備の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は148,652千円であります。
主なものは、当社における業務効率化のためのDX投資81,744千円であります。
なお、当連結会計年度における重要な設備の除却、売却等はありません。

❸ 資金調達の状況
当連結会計年度における資金調達につきましては、特筆すべき事項はありません。

２. 財産及び損益の状況の推移
企業集団の財産及び損益の状況

期 別
区 分

第59期
(20192019

年
年

1
12

月
月

1
31

日から
日まで)

第60期
(20202020

年
年

1
12

月
月

1
31

日から
日まで)

第61期
(20212021

年
年

1
12

月
月

1
31

日から
日まで)

第62期
(20222022

年
年
1
12
月
月
1
31
日から
日まで)

売上高 (千円) 28,363,316 21,707,313 19,270,578 22,810,459

経常利益 (千円) 1,327,159 408,432 471,894 736,915

親会社株主に帰属する
当期純利益 (千円) 964,380 357,259 296,718 451,536

１株当たり当期純利益 (円) 97.29 35.25 29.05 44.00

総資産 (千円) 18,661,842 15,343,430 16,805,568 17,348,934

純資産 (千円) 10,588,790 10,530,222 10,860,904 11,225,688

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結
会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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３．対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、物価上昇と海外景気悪化という強い逆風に加え、新型コロナウイルス感染症の

完全な収束が未だ見通せないなど先行き不透明な状況が続くことが予想されます。
当社グループを取り巻く事業環境におきましては、国内では社会経済活動の正常化に伴う国内外への人流の増

加により、集客に対しての投資が停滞していた流通・小売業などの商業領域の多くの業種業態及び顧客において
投資計画の再開や、中国においてはゼロコロナ政策の終了に伴う行動制限の撤廃による社会経済活動の復調が想
定されます。また、引き続きサステナビリティやSDGsを意識し、次の世代に向けた持続可能な社会づくりへの
関心を持つ顧客も増えてきており、投資計画においても影響を及ぼすことが想定されます。

このような状況のもと、当社グループでは、2022年12月期から３か年の中期経営計画は、“Make a New
Wave！” をスローガンに「エシカルとデジタルの実装」「新たな市場の開拓」「SEMBA One Asia」「変化を支
えるダイバーシティ戦略」の４つを重点施策とし、業界での新しい波となるべく当社の社会における新しい役割
を探求しております。

引き続き、環境をおもいやるデザインや資材、工法などを積極的に提案するエシカルデザインにより新たな付
加価値を創造し新たな市場の開拓を進めてまいります。海外事業においては、海外統括本部を中心に、“SEMBA
One Asia” をテーマにアジア圏での経営基盤を整え、当社成長エンジンとして事業拡大に努めてまいります。
また、持続的に企業価値を高めていくためには人材戦略こそが重要とし、1月から人事部をHRBP（Human
Resource Business Partner）部に改組、一人ひとりの社員の成長を企業の価値とする経営視点で人的資本経
営を行ってまいります。

次期の業績としましては、売上高は24,000百万円（前期比105.2％）、営業利益は800百万円（前期比103.1
％）を見込んでおります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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４．重要な親会社及び子会社の状況
❶ 親会社との関係
該当事項はありません。

（注）１．株式会社リヤ興産は当社の議決権の42.67％を有していますが、2022年12月31日時点において、当社代表取締役社長であ
った栗山浩一氏（2019年１月１日付けで代表権を有しない取締役会長に就任）の資産管理を目的とする会社であることか
ら、当社の親会社には該当いたしません。

２．栗山浩一氏は、当社の親会社等であります。

❷ 重要な子会社の状況
会社名 資本金 議決権比率 事業内容

株 式 会 社 装 備 96,000千円 100.00％ 店舗什器の製作販売及び内装施工・監理
台湾船場室内装修股份有限公司 20,000,000NT$ 100.00％ 商業施設における内装の企画・設計・監理・施工
香 港 船 場 有 限 公 司 3,000,000HK$ 100.00％ 商業施設における内装の企画・設計・監理・施工
SEMBA VIETNAM CO., LTD. 15,340,500,000VND 100.00％ 商業施設における内装の企画・設計・監理・施工
上海船場建築装飾有限公司 12,785,347.65元 100.00％ 商業施設における内装の企画・設計・監理・施工
SEMBA SINGAPORE PTE. LTD. 700,000S$ 100.00％ 商業施設における内装の企画・設計・監理・施工
（注）香港船場有限公司は、2022年12月31日をもって解散することを決議し、清算手続き中であります。

５．主要な事業内容（2022年12月31日現在）

❶ 商業施設、オフィス・事業用施設、教育・文化施設、医療・福祉関連施設等の企画、設計、監理及び施工

❷ 都市開発・地域開発に関する調査、企画、設計、監理、マネジメント及びコンサルティング業務

❸ 内装材の企画、開発、仕入及び販売

❹ 内装に関する設備・製品・部品の企画、開発、仕入及び販売

❺ 建築一式工事、内装仕上工事及びその他施設に係る工事の請負、設計、監理及び施工

❻ 産業財産権の取得、売買、賃貸借及び管理運営
❼ デジタルコンテンツの企画、開発、制作及び配信並びに関連ソフトウェアの製造、販売、リース及び運営
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６．主要な事業所（2022年12月31日現在）

名 称 所在地

本 社 東京都港区芝浦一丁目２番３号
中部支店 愛知県名古屋市
関西支店 大阪府大阪市
九州支店 福岡県福岡市
株式会社装備 東京都港区
台湾船場室内装修股份有限公司 台湾 台北市
香港船場有限公司 中国 香港
SEMBA VIETNAM CO., LTD. ベトナム ホーチミン市
上海船場建築装飾有限公司 中国 上海市
SEMBA SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール

（注）香港船場有限公司は、2022年12月31日をもって解散することを決議し、清算手続き中であります。

７．従業員の状況（2022年12月31日現在）

❶ 企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

名 名（減）
531 39

（注）１．当社グループから当社グループ外への出向者はなく、また、当社グループ外から当社グループへの出向者の受け入れもあり
ません。

２．従業員数には契約社員34名を含みます。
３．従業員数には臨時従業員は含んでおりません。

❷ 当社の従業員の状況
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

名 名（減） 才 年
384 26 41.8 16.5

（注）１．従業員数には当社から社外への出向者18名を含まず、社外から当社への出向者１名を含んでおります。
２．従業員数には契約社員28名を含みます。
３．従業員数には臨時従業員は含んでおりません。
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2 株式に関する事項（2022年12月31日現在）

１．発行可能株式総数・発行済株式総数及び株主数
❶ 発行可能株式総数 38,400,000株

❷ 発行済株式総数 10,338,324株

❸ 株主数 2,727名

２．大株主の状況

株主名
当社への出資状況

持株数 持株比率
株 ％

株式会社リヤ興産 4,385,000 42.65
栗 山 浩 一 828,395 8.05
船場従業員持株会 594,929 5.78
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 400,600 3.89
栗 山 茂 303,395 2.95
栗 山 嘉 子 290,000 2.82
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 265,100 2.57
永 井 詳 二 202,300 1.96
廣 澤 敦 子 180,000 1.75
ＢＮＹＭ ＲＥ ＢＮＹＭＬＢ ＲＥ ＧＰＰ ＣＬＩＥ
ＮＴ ＭＯＮＥＹ ＡＮＤ ＡＳＳＥＴＳ ＡＣ 154,200 1.50

（注）持株比率は自己株式（58,576株）を控除して算出しております。

３．当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く） 38,782株 ４名

（注）上記は、譲渡制限付株式報酬であります。



事業報告（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

23

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 会社役員に関する事項

１．取締役の状況（2022年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 八 嶋 大 輔

取 締 役 会 長 栗 山 浩 一

取 締 役 栗 山 茂 デザイン担当 兼 ノンスケール㈱ 取締役会長
東京造形大学 特任教員

取 締 役 秋 山 弘 明 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当

取 締 役
（常勤監査等委員） 甲 斐 太
取 締 役
（監 査 等 委 員） 長 田 有 喜 ㈲アーサー・リリーコンサルティング 代表取締役社長 ㈱MIXI 社外取締役

デジタルハリウッド大学 教授

取 締 役
（監 査 等 委 員） 松 尾 美 香 アサヒグループホールディングス㈱ 顧問

㈱CAC Holdings 社外取締役

（注）１．取締役甲斐 太、長田有喜及び松尾美香の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役秋山弘明氏及び監査等委員松尾美香氏は、2022年３月24日開催の第61回定時株主総会において、新たに選任され就

任いたしました。
３．常勤監査等委員甲斐 太氏は、長年にわたる財務経理・監査業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。
４．当社は、甲斐 太氏、長田有喜氏及び松尾美香氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け

出ております。
５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 甲斐 太、委員 長田有喜、委員 松尾美香
監査等委員会は、社内からの円滑な情報収集のため、常勤の監査等委員を選定しております。

６．小山秀雄氏は2022年３月24日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
７．藤吉 彰氏は2022年３月24日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって、辞任により取締役（監査等委員）を退任いた

しました。



事業報告（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

24

８．当社は執行役員制度を導入しており、2023年1月1日現在の取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりであります。

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

執行役員 多 喜 井 豊 EAST事業本部長 執行役員 加 藤 麻 希 クライアントオフィサー

執行役員 高 橋 和 也 WEST事業本部長 執行役員 浅 田 良 太 クライアントオフィサー

執行役員 渡 邊 甲 子 郎 CREATOR事業本部長 執行役員 田 原 隆 弘 人事戦略担当

執行役員 神 戸 暁 エシカルデザイン本部長兼ゼロウエイスト推進室長 執行役員 岩 本 信 蒔 DX本部長兼法務・総務担当

執行役員 堀 田 卓 則 海外担当兼 SEMBA VIETNAM CO., LTD. General Director 執行役員 横 山 大 輔 関西支店長

執行役員 竹 内 光 昭 PRODUCTION本部長 執行役員 髙 木 典 弘 九州支店長

２．責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との責任限定契約に関する規定を定款に設けており、

本規定に基づき、社外取締役全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
（責任限定契約の内容の概要）
在任中、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、社外取締役が職務を行うにつき善意

でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、会社に対し損害
賠償責任を負うものとし、当該限度額を超える部分については、会社は社外取締役を免責するものとする。

３．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約により、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為又は不作為に起因して、保険期間中
に株主又は第三者から損害賠償請求がなされた場合に、それによって役員が被る法律上の損害賠償金や争訟費用
等の損害が填補されることとなります。このほか、現に損害賠償請求がなされなくても、損害賠償請求がなされ
るおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象と
しております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者に
よる違法行為に起因する損害賠償金等については、填補の対象外としております。当該保険契約の被保険者は当
社取締役、執行役員のほか、当社子会社の取締役、監査役であり、全ての被保険者について、その保険料は特約
部分を含め全額当社が負担しております。
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４．取締役の報酬等
❶ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、取締役会の任意の諮問機関として設置した指名
報酬委員会の審議を経て、2021年２月12日開催の取締役会にて決議し、2022年２月14日開催の取締役会決
議により一部改定をしております。

イ. 決定方針の内容の概要
１）基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するととも
に、株主との価値共有を促進するという観点から株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬
の決定に際しては、経営環境や従業員給与との均衡を考慮のうえ、各取締役の職位や経営能力、功績など
を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、監査等委員である取締役を除く取締役（以下単に「取締役」という。）の報酬は、金銭報

酬である固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等又は非金銭報酬である変動報酬及び株式報酬により
構成します。ただし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬
のみを支払うこととします。

２）基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む）

当社の取締役の基本報酬は、金銭報酬である月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与
の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して、役位に応じて決定します。

３）業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える
時期又は条件の決定に関する方針を含む）

金銭報酬である業績連動報酬等として変動報酬を支給します。変動報酬は、事業年度毎の業績指標
（KPI）の目標値（事業年度の途中で修正があった場合には、当該事業年度初期設定の目標値）に対する達
成度合いに応じて算出された額とし、当該事業年度の次年度において、12分割して毎月支給します。ま
た、取締役就任の初年度においては、役位別に定められた基準額を、同様に12分割して毎月支給します。
目標となる業績指標は以下のとおりですが、当該業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう各事
業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会及び監査等委員会の審議を踏ま
えた見直しを行うものとします。
業績指標（KPI）： 連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の対目標達成度と

対前年比
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、譲渡制限の解除のための業績条件を付さない勤務継続型譲渡制限

株式と、連結営業利益と連動した業績条件を付した業績連動報酬等である業績条件型譲渡制限株式により
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構成されます。いずれの譲渡制限株式も、役位に応じて一律に算出される株式数を交付します。株式の交
付時期については、いずれの譲渡制限株式についても事業年度毎とし、当該交付時期における株主総会決
議に基づく取締役就任後、遅滞なく交付します。

４）基本報酬（固定報酬）の額、業績連動報酬等（変動報酬・業績条件型譲渡制限株式）の額又は非金銭報酬
等（株式報酬）の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を
ベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、まず
指名報酬委員会において検討を行います。取締役会は、指名報酬委員会の検討内容及び監査等委員会の審
議内容を尊重し、当該検討及び審議で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内
容を決定することとします。

５）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、役員報酬

規程等の基準に従い、指名報酬委員会の検討及び監査等委員会の審議を経て、取締役会決議により決定し
ます。また、株式報酬についても株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、指名報酬委員会
の検討及び監査等委員会の審議を経て、取締役会決議により取締役の個人別の割当株式数を決議します。

ウ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定され

た報酬等の内容が、当該決定時点における決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿う
ものであると判断しております。

❷ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬限度額は、2015年３月25日開催の第54回定時株主

総会において、年額300百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）と決議されております。当
該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は６名です。また、当該金銭報酬と
は別枠で、2019年３月27日開催の第58回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）譲
渡制限付株式報酬として、年額99百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査
等委員である取締役を除く）の員数は６名です。
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年３月25日開催の第54回定時株主総会において、年額

50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名です。
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❸ 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役
(監査等委員を除く) 93,542 50,960 29,236 13,346 ５

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役)

22,200
(22,200)

22,200
(22,200) ― ― ４

(４)
（注）１．上記には、2022年３月24日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）１名及び監

査等委員である取締役１名を含んでおります。
２．業績連動報酬等の内容やその算定方法については、事業報告の「４．会社役員に関する事項」に記載のとおりであります。

なお、当該箇所に記載されている業績目標を選定した理由は、当社グループ全体の主要な経営数値に加え、単年度の業績に
とどまらない中期経営計画の着実な進捗を総合的に評価し、中長期的に企業価値を向上させるためであります。業績連動報
酬等に係る当該業績指標の実績は、前々連結会計年度の連結売上高21,707百万円、連結営業利益380百万円及び親会社株
主に帰属する当期純利益357百万円並びに前連結会計年度の連結売上高19,270百万円、連結営業利益463百万円及び親会
社株主に帰属する当期純利益296百万円であります。

３．非金銭報酬等として取締役に対して株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容は事業報告の「４．会社役員に関す
る事項」に記載のとおりであり、その交付状況は事業報告の「２．株式に関する事項」に記載のとおりです。

５．社外役員に関する事項

❶ 他の法人等の兼職状況
当社の社外取締役である長田有喜氏は、有限会社アーサー・リリーコンサルティングの代表取締役社長及び株

式会社MIXIの社外取締役を兼任しております。なお、同社と当社の間には特別な関係はありません。
当社の社外取締役である松尾美香氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の顧問及び株式会社CAC

Holdingsの社外取締役を兼任しております。なお、同社と当社の間には特別な関係はありません。

❷ 当事業年度における主な活動状況
当事業年度における社外役員の主な活動状況は以下のとおりです。
区 分 氏 名 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役

甲斐 太
当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会16回及び指名報酬委員会５回の全てに出席し、グロ
ーバルビジネス、財務経理及び内部統制に関する幅広い経験的見地から意見を述べており、独立した立場
から当社の経営を監視・監督するための助言・提言を行っております。

長田有喜
当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会16回及び指名報酬委員会５回の全てに出席し、企業
ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する知見を活かし、専門的見地から意見を述
べており、独立した立場から当社の経営を監視・監督するための助言・提言を行っております。

松尾美香
社外取締役に就任した後に開催された取締役会11回、監査等委員会10回及び指名報酬委員会４回の全てに
出席し、グローバルな視点から人財開発をはじめとした人事領域に関する専門的見地から意見を述べてお
り、独立した立場から当社の経営を監視・監督するための助言・提言を行っております。
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5 会計監査人に関する事項
❶ 会計監査人の名称
仰星監査法人

❷ 報酬等の総額
支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26,500千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26,500千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額
を記載しております。

２．当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の妥当性を確認
したうえで、会計監査人の報酬等に同意いたしました。

３．当社の海外子会社については、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

❸ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

❹ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

等委員会の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保でき

ないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。



事業報告（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

29

6 業務の適正を確保するための体制
当社は、2015年５月１日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を次のとおり決議い

たしました。なお、組織変更等を踏まえ、適宜改定を行っております。

❶ 当社及び当社グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制

■当社及び当社グループ会社（以下「当社グループ」という。）に共通の企業理念、行動指針及び船場グルー
プ行動規範を定め、企業倫理の確立及び法令遵守の徹底を図っております。

■当社グループの取締役等が法令及び定款を遵守し、コンプライアンスに基づく職務遂行が徹底して行われる
ように内部統制システムを構築・運用しております。

■倫理・法令等違反に関する通報体制として、当社グループの使用人等が直接通報・相談する内部通報制度を
整備し、法令及び定款に違反する行為がある場合には、コンプライアンス委員会及び取締役会において審議
し、適切な措置を講じております。

■業務執行部門から独立した当社の内部監査室が、当社グループに対して定期的に監査を行い、当社の代表取
締役、監査等委員会及び取締役会にその結果を報告しております。

■社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持
ちません。

❷ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
■当社グループ会社に適用する「グループ会社管理規程」を定め、当社の経営企画部をガバナンス責任者とし
て、当社グループ会社の業務及び経営に関する指導・管理・支援を行っております。

■当社の内部監査室は、業務の適正を確保するために、当社グループの内部統制の有効性及び効率性を調査
し、その結果を当社の代表取締役、監査等委員会及び取締役会に報告しております。

■当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、当社の代表取締役を責任者として、全社的な統制及び
各業務プロセスの統制を整備し、その運用を行っております。

❸ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
■当社の取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき「保管文書取扱規程」に従い、必要に応じ
て常時閲覧できるように、適切に保存・管理しております。
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❹ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
■当社グループに適用する「リスク管理規程」に基づき、当社取締役会において、経営上の重要なリスクにつ
いて把握・分析を行い、対応策の検討とリスクの現実化の防止に努めるとともに、危機発生時には当社の代
表取締役社長を統括責任者とする危機管理体制を整えております。

■地震等の自然災害や重篤な疫病・感染症等の蔓延など、外的要因に起因する災害の発生時に備えて「災害対
策マニュアル」を設け、具体的な対応を定めております。

❺ 当社グループの取締役、執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
■当社は、「取締役会規則」に基づき、取締役会を開催し、重要な業務執行について協議・検討しております。
■当社では、迅速かつ効率的な意思決定と業務執行を行うために執行役員制度を導入し、取締役会が決定した
方針と「権限規程」に基づいて、各執行役員が業務執行を行っております。また、その業務執行の適切性を
確保するために、隔週、執行役員会を開催して進捗管理を行うとともに、重要事項については定期的に取締
役会に報告しております。

■当社グループ会社は、「グループ会社管理規程」に基づき、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定そ
の他の組織体制を構築しております。

❻ 当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
■当社グループ会社は、「グループ会社管理規程」に基づき、グループ会社の営業成績、財務状況その他の重
要事項について、当社取締役会へ定期に報告を行っております。

❼ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
■監査等委員会の決定に基づき、監査等委員会の職務を補助すべき使用人（事務局）として、内部監査室が担
当しております。

❽ 前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立
性に関する事項

■前号の事務局による補助業務に関する評価は監査等委員会が行い、任命、異動等人事に係る決定事項につい
ては、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、監査等委員以外の者からの独立性を確保しております。

❾ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

■監査等委員会事務局は、監査等委員会の指揮命令に従うものとしております。
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❿ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人が当社の監査等委員会
に報告をするための体制

■当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人（以下「監査等委員以外の者」とい
う。）が、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにそ
の事実を監査等委員会に報告すること、また、当社の監査等委員会は、必要に応じていつでも、当社の監査
等委員以外の者に対して報告を求めることができることを周知しております。

⓫ 当社グループ会社の取締役、監査役等及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が当
社の監査等委員会に報告をするための体制

■当社グループ会社についても前号と同様に、取締役、監査役等及び使用人（以下「取締役等」という。）又
はこれらの者から報告を受けた者が、法令等の違反行為等、当社又は当社グループ会社に著しい損害を及ぼ
すおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を当社の監査等委員会に報告すること、また、当社
の監査等委員会は、必要に応じていつでも、当社グループ会社の監査等委員以外の者に対して報告を求める
ことができることを周知しております。

⓬ 前２号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

■当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役等に対し、その報告をしたことを理由に
不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等に周知しております。

⓭ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用、又は債務の処理に係る方針に関する事項

■監査等委員会がその職務の執行について、費用の前払又は償還等を当社に請求したときは、その請求内容が
監査等委員会の職務の執行に不要であると認められた場合を除き、速やかに処理しております。

⓮ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
■当社の監査等委員会に選定された監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するた
め、取締役会のほか、その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、業務執行に関する文書、業績
に影響を及ぼす重要な事項について閲覧できる体制を整備し、取締役（監査等委員である取締役を除く）、
執行役員及び使用人に説明を求めることができる旨を「監査等委員会規則」に定め、周知しております。

■監査等委員会は、監査の実施に当たり、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図っております。
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7 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

■取締役の職務執行については、取締役会が法令、定款及び船場グループ行動規範に従って、コンプライアン
スやリスク管理に対応し、自ら率先して行動しております。

■監査等委員は、取締役会や執行役員会などの重要な会議への出席を通じて、また、会計監査人や内部監査室
との積極的な情報交換会を通じて、積極的に発言をする機会を設け、当社の業務の適正を確保するための体
制を確認しております。

■財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を勘案して評価範囲を決定し、当該財務報告に係るプロセスにおけ
る内部統制の有効性評価を行っております。

■子会社の内部統制の整備状況は、親会社である当社の内部監査部門が確認するとともに、当社の会計監査人
及び内部監査部門が定期的に監査を行い、改善に努めております。

8 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営目標の一つとして位置づけており、財務体質や将来の事業

拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら、毎期の業績に応じた配当を行うことを基本方針として
おります。
上記の基本方針を踏まえて、今後の経営環境や財務の健全性の維持及び企業価値の持続的な向上等を総合的に

勘案した結果、第62期事業年度の剰余金の配当については、2023年２月14日の取締役会決議に基づき、１株当
たり年間配当金33円といたしました。
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連結貸借対照表（2022年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額
（資産の部）
流動資産 15,672,230

現金及び預金 10,179,759
受取手形、売掛金及び
契約資産 2,654,846

電子記録債権 1,278,885
棚卸資産 718,724
その他 862,276
貸倒引当金 △22,261

固定資産 1,676,703
有形固定資産 621,341
建物及び構築物 254,344
機械装置及び運搬具 18,814
工具、器具及び備品 88,440
土地 259,741
無形固定資産 247,806
ソフトウエア 226,856
その他 20,949
投資その他の資産 807,554
投資有価証券 362,033
差入保証金 225,474
繰延税金資産 157,102
その他 62,944

資産合計 17,348,934

科 目 金 額
（負債の部）
流動負債 5,808,531

支払手形及び買掛金 2,393,498
電子記録債務 1,472,570
未払金及び未払費用 318,599
未払法人税等 260,107
未払消費税等 150,479
契約負債 936,531
賞与引当金 198,290
完成工事補償引当金 16,727
工事損失引当金 138
その他 61,588

固定負債 314,714
長期未払金 142,247
退職給付に係る負債 142,451
その他 30,015

負債合計 6,123,245
（純資産の部）
株主資本 10,892,010
資本金 327,041
資本剰余金 1,293,026
利益剰余金 9,271,979
自己株式 △36
その他の包括利益累計額 333,678
その他有価証券評価差額金 70,367
為替換算調整勘定 152,648
退職給付に係る調整累計額 110,662
純資産合計 11,225,688
負債・純資産合計 17,348,934
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連結損益計算書（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額
売上高 22,810,459
売上原価 18,994,507
売上総利益 3,815,952

販売費及び一般管理費 3,039,798
営業利益 776,153

営業外収益
受取利息 2,492
受取配当金 3,771
受取手数料 8,910
受取地代家賃 6,555
業務受託料 8,181
その他 11,384 41,296

営業外費用
支払手数料 4,895
為替差損 69,624
地代家賃 1,767
その他 4,247 80,534
経常利益 736,915

特別利益
関係会社貸倒引当金戻入額 10,138
為替換算調整勘定取崩益 88,228 98,367

特別損失
固定資産除却損 560 560
税金等調整前当期純利益 834,722
法人税、住民税及び事業税 323,313
法人税等調整額 59,871 383,185
当期純利益 451,536
親会社株主に帰属する当期純利益 451,536
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連結株主資本等変動計算書（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
（単位：千円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2022年１月１日残高 298,817 1,264,801 9,076,645 △36 10,640,227
連結会計年度中の変動額
新株の発行 28,224 28,224 56,449
剰余金の配当 △256,202 △256,202

親会社株主に帰属する
当期純利益 451,536 451,536

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） －

連結会計年度中の変動額合計 28,224 28,224 195,333 － 251,782
2022年12月31日残高 327,041 1,293,026 9,271,979 △36 10,892,010

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

2022年１月１日残高 60,701 107,994 51,981 220,677 10,860,904
連結会計年度中の変動額
新株の発行 56,449
剰余金の配当 △256,202

親会社株主に帰属する
当期純利益 451,536

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 9,665 44,653 58,681 113,000 113,000

連結会計年度中の変動額合計 9,665 44,653 58,681 113,000 364,783
2022年12月31日残高 70,367 152,648 110,662 333,678 11,225,688
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貸借対照表（2022年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額
（資産の部）
流動資産 11,330,748

現金及び預金 7,277,596
受取手形 169,122
電子記録債権 1,265,975
売掛金及び契約資産 1,699,668
仕掛品 536,775
関係会社短期貸付金 530,800
前払費用 123,764
その他 34,091
貸倒引当金 △307,047

固定資産 2,250,198
有形固定資産 251,746
建物 113,507
構築物 33
工具、器具及び備品 53,854
土地 84,350
無形固定資産 244,171
ソフトウエア 223,298
その他 20,873
投資その他の資産 1,754,280
投資有価証券 298,699
関係会社株式 850,120
関係会社出資金 170,500
差入保証金 206,880
繰延税金資産 190,770
その他 37,309

資産合計 13,580,946

科 目 金 額
（負債の部）
流動負債 3,984,292

支払手形 673,710
電子記録債務 1,472,570
買掛金 908,528
未払金 211,775
未払法人税等 172,364
未払消費税等 123,524
未払費用 39,387
契約負債 192,939
賞与引当金 171,650
完成工事補償引当金 14,152
工事損失引当金 138
その他 3,552

固定負債 410,028
長期未払金 142,247
退職給付引当金 267,780

負債合計 4,394,320
（純資産の部）
株主資本 9,112,031
資本金 327,041
資本剰余金 1,293,026
資本準備金 231,041
その他資本剰余金 1,061,984
利益剰余金 7,492,000
利益準備金 24,000
その他利益剰余金 7,461,196
別途積立金 2,000,000
繰越利益剰余金 5,468,000

自己株式 △36
評価・換算差額等 74,595
その他有価証券評価差額金 74,595
純資産合計 9,186,626
負債・純資産合計 13,580,946
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損益計算書（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額
売上高 19,034,588
売上原価 15,748,908
売上総利益 3,285,680

販売費及び一般管理費 2,619,241
営業利益 666,438

営業外収益
受取利息 6,558
受取配当金 436,740
受取手数料 18,192
為替差益 48,420
受取地代家賃 13,995
その他 21,153 545,060

営業外費用
支払利息 3,614
支払手数料 4,895
地代家賃 1,827
その他 3,437 13,775
経常利益 1,197,724

特別利益
関係会社貸倒引当金戻入益 10,138 10,138

特別損失
固定資産除却損 424
関係会社貸倒引当金繰入額 136,865 137,289
税引前当期純利益 1,070,574
法人税、住民税及び事業税 217,852
法人税等調整額 46,711 264,563
当期純利益 806,010
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株主資本等変動計算書（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

2022年１月１日残高 298,817 202,817 1,061,984 1,264,801 24,000 2,000,000 4,918,192 6,942,192 △36 8,505,774

事業年度中の変動額
新株の発行 28,224 28,224 28,224 56,449

剰余金の配当 △256,202 △256,202 △256,202

当期純利益 806,010 806,010 806,010

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） －

事業年度中の変動額合計 28,224 28,224 － 28,224 － － 549,807 549,807 － 606,256

2022年12月31日残高 327,041 231,041 1,061,984 1,293,026 24,000 2,000,000 5,468,000 7,492,000 △36 9,112,031

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合計

2022年１月１日残高 64,190 64,190 8,569,965

事業年度中の変動額
新株の発行 56,449

剰余金の配当 △256,202

当期純利益 806,010

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 10,404 10,404 10,404

事業年度中の変動額合計 10,404 10,404 616,661

2022年12月31日残高 74,595 74,595 9,186,626
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年２月21日

株式会社 船場
取締役会 御中

仰 星 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 川 聡
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 春 田 岳 亜

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社船場の2022年１月１日から2022年12月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

船場及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年２月21日

株式会社 船場
取締役会 御中

仰 星 監 査 法 人

東 京 事 務 所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 川 聡
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 春 田 岳 亜

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社船場の2022年１月１日から2022年12月31日まで

の第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計

算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監査報告書
当監査等委員会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第62期事業年度における取締役の職務の執行について監

査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議

に基づき整備されている内部統制の体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況に関する報告を定期的に受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しまし
た。
①監査等委員会が定めた監査等委員会規則に準拠するとともに、当期の基本方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査
部門と連携のうえ、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
また、子会社については、必要に応じ、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報共有を図り、事業の報告を受
けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書、並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する
事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年２月24日
株式会社 船場 監査等委員会
常勤監査等委員 甲 斐 太 ㊞
監 査 等 委 員 長 田 有 喜 ㊞
監 査 等 委 員 松 尾 美 香 ㊞

（注）常勤監査等委員 甲斐 太 並びに 監査等委員 長田有喜 及び 松尾美香は会社法第２条第15号及び第331条第６項に規
定する社外取締役であります。

以 上
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電子提供措置の開始日 2023年３月２日

第６２回定時株主総会

その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

連結計算書類の連結注記表

計算書類の個別注記表

(2022年１月１日から2022年12月31日まで）

株式会社船場
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連 結 注 記 表
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
１．連結の範囲に関する事項
(１) 連結子会社の数 ６社

連結子会社の名称
(株)装備
香港船場有限公司
台湾船場室内装修股份有限公司
SEMBA SINGAPORE PTE. LTD.
上海船場建築装飾有限公司
SEMBA VIETNAM CO., LTD.

(２) 非連結子会社の数 ２社
非連結子会社の名称
ノンスケール(株)
SEMBA MALAYSIA DESIGN & CONSTRUCTION SDN. BHD.
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
(１) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数

該当する非連結子会社及び関連会社はありません。

(２) 持分法を適用しない非連結子会社の名称
ノンスケール(株)
SEMBA MALAYSIA DESIGN & CONSTRUCTION SDN. BHD.
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法
の適用範囲から除外しております。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、SEMBA VIETNAM CO., LTD.の決算日は、9月30日であります。
連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法にて算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
主に個別原価法によっております。

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）及
び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ７～65年
機械装置及び運搬具 ２～11年
工具、器具及び備品 ２～20年

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
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（３）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負
担額を計上しております。

③ 完成工事補償引当金 完成工事に係る契約不適合責任の費用に備えるため、補償費の支出見込額
を実績割合により計上しております。

④ 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における手持
工事のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積も
ることができる工事について、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上し
ております。なお、当該引当金は、これに対応する棚卸資産を相殺表示し
ております。

（４）その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法
については、期間定額基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理をして
おります。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利

益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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② 収益及び費用の計上基準
工事契約について、一定の期間にわたり充足される履行義務として充足に係る進捗度を見積り、

当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
また、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積工事原価総額に占める発生原価の割

合によるインプット法にて算出しております。
ただし、工期のごく短い工事契約等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識す

る代替的な取扱いを適用しております。

(会計方針の変更に関する注記)
１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
当社及び国内連結子会社は、従来は請負工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる

工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用しておりました。これを当連結会計年度
より、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進
捗率に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。ただし、契約における取引開始
日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については代替的な取扱いを
適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積
総原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っておりますが、連結計算書類及び期首の利益剰余金に与える重要な影響はありません。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる連結計算書類に与える影響は
ありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記

を行うことといたしました。
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(会計上の見積りに関する注記）
一定期間にわたり充足される履行義務について認識した収益の見積り
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 1,654,070千円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

一定期間にわたり充足される履行義務の収益認識にあたり、既に発生した原価の見積工事原価総額に
占める割合により算定された進捗率に基づき完成工事高の計上を行っております。なお、工事収益総
額、工事原価総額、決算日における工事の進捗度について、個別の工事契約ごとに、決算日において入
手可能な全ての情報に基づき最善の見積りを行っています。
工事収益総額は顧客との契約により合意した金額に基づいておりますが、一部の値増金については、

決算時点で未契約となることがあります。工事原価総額は、工事の作業内容の詳細に基づいて、契約時
の外注費、材料費及び人件費見積り等を基礎とし、工事の過程において生じた変動を反映しておりま
す。そのため、見積りの前提条件に変更があった場合に、翌連結会計年度の進捗率の計算と完成工事高
に重要な影響を与える可能性があります。

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大について、拡大規模や収束時期等の正確な予測は困難でありますが、

入手可能な情報を踏まえて、固定資産の減損会計や繰延税金資産回収可能性等の会計上の見積りを行って
おります。現時点においては会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多く、感染拡大の状況や経済環

境等が変化した場合には、当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(連結貸借対照表に関する注記)
１. 有形固定資産の減価償却累計額 1,265,336千円
２．顧客との契約から生じた受取手形、売掛金及び契約資産の残高は、それぞれ以下のとおりです。

受取手形 254,611千円
売掛金 2,027,802千円
契約資産 372,431千円

(連結損益計算書に関する注記)
売上高については顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。な

お、顧客との契約から生じる収益の金額は、連結注記表の「収益認識に関する注記 １.顧客との契約から
生じる収益を分解した情報」に記載しております。
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(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,338,324株

２．当連結会計年度末の自己株式の数
58,576株

３．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2022年２月14日
取締役会 普通株式 256,202 25 2021年

12月31日
2022年
３月９日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2023年２月14日開催の取締役会の議案として決議しております。

株式の種類 普通株式
配当金の総額 339,231千円
１株当たり配当額 33円
配当の原資 利益剰余金
基準日 2022年12月31日
効力発生日 2023年３月８日

４．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株
式の種類及び数
普通株式 364,000株
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(金融商品に関する注記)
１．金融商品の状況に関する事項
(１) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用は安全性が高い金融資産に限定して行い、資金調達は銀行からの借入によっ
ております。また、デリバティブ取引は、外貨建取引の為替相場変動リスク及び借入金の金利変動リスク
を回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(２) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である電子記録債権、受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は主に業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。
営業債務である電子記録債務、支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。

(３) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理

当社は与信管理規程に従い、営業債権について、主管事業本部が、取引先信用状態及び与信限度の運
用状況を把握するとともに、信用状態の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引企業)財務状況を把握し、市況や取引企業との

関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスクの管理)

当社は各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動
性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(４) 金融商品の時価に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金及び

預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」に
ついては、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

投資有価証券 261,311 261,311 －
(注) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計

上額は以下のとおりであります。
(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 100,721

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(１) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 261,311 － － 261,311
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
相場価格を用いて評価しており、活発な市場で取引されているため、レベル１の時価に分類しております。
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(収益認識に関する注記)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
当連結会計年度

専門店 8,319,092
大型店・複合商業施設 9,539,269
オフィス・余暇施設等（注力分野） 4,952,097

顧客との契約から生じる収益 22,810,459
その他の収益 －
外部顧客への売上高 22,810,459

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本と

なる重要な事項に関する注記等 ４.会計方針に関する事項（４）その他連結計算書類作成のための重要な事
項 ②収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度末及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(１) 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 4,084,657

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,561,300

契約資産（期首残高） 587,927

契約資産（期末残高） 372,431

契約負債（期首残高） 504,712

契約負債（期末残高） 936,531
契約資産は、顧客との工事契約について期末時点における充足した履行義務に基づき認識した収益のうち

未請求の対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社
及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該工事
契約に関する対価は、個々の支払条件に従い、受領しております。
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契約負債は、顧客との工事契約について、履行義務を充足する前に顧客から、支払条件に基づき受け取っ
た前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識
された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、501,534千円であります。

(２) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは残存履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる取引については、当初に

予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略してお
ります。

(１株当たり情報に関する注記)
１株当たり純資産額 1,092円02銭
１株当たり当期純利益 44円00銭

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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個 別 注 記 表

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券
子会社株式及び
関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法にて算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
仕掛品 個別法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）及
び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ７～40年
構築物 10～15年
工具、器具及び備品２～20年

（2）無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。

（3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
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３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金 従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額
を計上しております。

（3）完成工事補償引当金 完成工事に係る契約不適合責任の費用に備えるため、補償費の支出見込額
を実績割合により計上しております。

（4）退職給付引当金 従業員の退職給付に充てるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、計上しております。
なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務
期間内の一定の年数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業
年度から費用処理しております。

（5）工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事
のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もるこ
とができる工事について、翌事業年度以降の損失見込額を計上しておりま
す。なお、当該引当金は、これに対応する棚卸資産を相殺表示しておりま
す。

４．収益及び費用の計上基準
工事契約について、一定の期間にわたり充足される履行義務として充足に係る進捗度を見積り、当該進

捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
また、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積工事原価総額に占める発生原価の割合によ

るインプット法にて算出しております。
ただし、工期のごく短い工事契約等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替

的な取扱いを適用しております。
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（会計方針の変更に関する注記）
１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用しております。
当社は、従来は請負工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基

準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用しておりました。これを当事業年度より、一定の期間にわた
り充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき収益を一定
の期間にわたり認識する方法に変更しております。ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を
充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわ
たり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に
係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価
の割合（インプット法）で算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っておりますが、計算書類及び期首の利益剰余金に与える重要な影響はありません。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる計算書類に与える影響はありま
せん。

（会計上の見積りに関する注記）
一定期間にわたり充足される履行義務について認識した収益の見積り
① 当事業年度の計算書類に計上した金額 608,888千円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

（追加情報）
新型コロナウイルス感染症の拡大について、拡大規模や収束時期等の正確な予測は困難でありますが、

入手可能な情報を踏まえて、固定資産の減損会計や繰延税金資産回収可能性等の会計上の見積りを行って
おります。現時点においては会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多く、感染拡大の状況や経済環

境等が変化した場合には、当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 330,874千円
２．関係会社に対する金銭債権及び債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 42,577千円
短期金銭債務 105,399千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高の総額（区分表示したものを除く）
売上高 17,928千円
売上原価 2,076,579千円
その他の営業取引高 6,627千円
営業取引以外の取引高 481,724千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数 58,576株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 81,994千円
賞与引当金 52,559 〃
貸倒引当金 94,017 〃
長期未払金 43,556 〃
減損損失 11,015 〃
その他 76,306 〃

繰延税金資産小計 359,449千円
評価性引当額 △135,179 〃
繰延税金資産合計 224,270千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △33,499千円

繰延税金負債合計 △33,499 〃
繰延税金資産純額 190,770千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
１．子会社及び関連会社等

種類 会社の
名称

議決権等
の所有割
合（％）

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子
会
社

㈱装備 100％
設計・施工等

の委託/
役員の兼任

内装・什器
工事等 2,031,933千円 買掛金 80,364千円

子
会
社

SEMBA
VIETNAM
CO.,
LTD.

100％ 資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付 398,100千円 関係会社
短期貸付金 398,100千円

資金の回収 251,368千円

受取利息 6,254千円 流動資産の
「その他」 3,762千円

子
会
社

台湾船場
室内装修
股份有限
公司

100％ 役員の兼任 関係会社株式
の取得 336,000千円 関係会社株式 336,000千円

子
会
社

香港船場
有限公司 100％ 役員の兼任

関係会社出資
持分の取得 170,500千円 関係会社

出 資 金 170,500千円

配当金の受取 433,000千円 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．価格その他の取引条件は、市場実態を勘案して、交渉のうえ、決定しております。

２．SEMBA VIETNAM CO., LTD.への貸付金に対し、288,126千円の貸倒引当金を計上しております。
３．関係会社株式及び関係会社出資持分の取得については第三者の株式価値算定書等を参考に合理的に決定しております。
４．受取配当金については、グループ会社の財務状況を勘案し一定の基準に基づき決定しております。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４.収益及び費用の計上

基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 893円66銭
１株当たり当期純利益 78円54銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。


